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④背景・課題 

「美しい国づくり政策大綱」、「景観法」の策定以降河川景観整備の取り組みが各地で進展

しつつありますが、良好な河川景観の形成と保全に向けた今後の課題の一つとして以下の

ことを挙げることができます。 

・現在の川の姿のみに着目するのではなく、治水の歴史、対象地区周辺の歴史・文化等を

考慮し地域のまちづくりにも寄与しうる景観形成の方法論を構築する必要がある。 
 

⑤技術研究開発の目的 

 上記のことを踏まえ本研究では、次の目標を設定しています。 

・ 河川の景観構造、歴史的・文化的地域特性、さらに市民の河川空間利用状況やまちづく

りの状況を総合的に把握することを通じて、地域の「らしさ」を設計に反映させる景観

形成方針の作成手法を開発すること。 

 下の図は、本研究の体制を示しています。 

                   図 1 研究体制 

 

⑥技術研究開発の内容・成果 

 初年度には、モデル地区として設定した筑後川中流の瀬の下付近での河川改修事業（写

真 1,2）を対象として、九大と筑後川河川事務所とで、歴史・文化等の切り口から調査を

実施しました。その結果、この地区の特徴として、水天宮の歴史的な佇まい、江戸期以降

の捷水路をはじめとする治水の歴史、そして花火大会などの市民利用などが挙げられるこ

とが明らかになりました。図 2,3 は調査結果の一部です。図 2 は、江戸期以降、瀬の下地

区が水上および陸上交通の要衝として反映していたことを示したものです。また、図 3 は

瀬の下周辺に居住する住民の方々がどの程度河川敷を利用しているかを示しています。 

 これらの調査の結果を参考としながら、瀬の下での河川改修事業のための景観形成方針

を試行的に作成しました。景観形成方針は、以下の三つの柱から成っています。 

① 瀬の下の歴史を物語る石積み護岸を安易にブロック積みや土手で置き換えることはさ

け、できる限り現状を保全する。樋門の設置に伴い改修がどうしても必要な部分につい



 

ても、最小限の改変に止める。 

② 水工事対象区間の一部が天宮通りの終点に当たるため、目立つ樋門操作室は設置しない

方向で検討する。 

③ 花火大会だけでなく普段から市民利用の盛んな河川敷空間へのアクセスを確保する。 

 図 4 は、景観形成方針を模式的に示したものです。 

 

 

 

 

   
  写真 1 河川改修事業対象地        写真 2 水天宮の歴史的石積み 

 

 

 

  
   図 2 地域の歴史調査         図 3 周辺住民の河川空間利用状況 

 



 

    
                図 4 景観形成方針 

 

 二年度には、景観形成方針にしたがって河川事務所とともに護岸および樋門等の設計作

業を実施しました。大きな柱は、歴史的石積みを用いた堤体の改修、フラップゲート形式

を採用した目立たない樋門の設置です。写真 3 は、当初の設計案と景観形成方針を導入し

たあとの設計案を比較した模型写真です。大きな操作室が上についた当初の樋門は、水天

宮通りの眺望を阻害していましたが、操作室を離れた場所に設置できるフラップゲート式

の樋門を用いることで、樋門の構造は外からほとんど見えなくなります。また、護岸も、

左の写真では勾配の緩い土手形式と成っていますが、そうするとすぐ上流側にある水天宮

の歴史的石積みとうまく馴染みません。一方、右の改善案では、水天宮のものと同じ勾配

の石積みで護岸を構築しています。水天宮のものとおなじ石材と積み方を用いることで、

新規に建設した石積みもうまく馴染むことが期待できます。 

             写真 3 模型を用いた設計検討 

 

 三年度から工事が始まり、現在約 80％が終了しています。これまでの工事の節目節目で

の確認作業から、試行的に作成した景観形成方針は事業の実施段階に十分に反映されてお



 

り、その機能を十分に果たしていることが確認されています。 

 写真 4は、工事の進捗の一部を示しています。 

 

              写真 4 工事の進捗状況 

 

 また、初年度・二年度の成果を基に、三年度にはモデル地区周辺を対象とした景観設計

指針を作成することができました。これは、本研究開発の主たる目標です。大きくは上記

の景観形成方針を含む景観設計の進め方の解説と対象地区の景観特性を詳細に記した景観

ベースマップから成っています。この景観設計指針は、河川事務所との綿密な打合せを経

て実務利用に最適化されています。 

 図 5 は、景観設計指針で採用した設計フローを示しています。従来の設計フローと比較

して、設計の全ての段階で指針本文に記載される景観設計の留意点への配慮が求められ、

また、プロセスへの市民参加も随時求められています。これらは、二年度の試行とその検

証結果を反映したものです。 

 景観設計指針は、大きくは「景観設計の基本的な考え方と進め方」、「景観設計の具体的

な進め方」、「エリア毎の景観特性と整備方針」、そして「エリア共通の整備方針」から成っ

ています。エリアとは、ひとまとまりの景観特性を持つ地域を指しています。 

 表 1 は、久留米エリアについての記述からの抜粋です。 

 



 

     
                  図 5 景観設計の流れ 

 

       
                 表 1 景観設計方針の抜粋 



 

 景観設計指針には、実務を支援するものとして景観ベースマップを添付しました。これ

は、一つのエリアを対象に樹木や橋、山並みなど既存の景観資源を詳細にプロットしたも

のです。河川管理者は、このマップと景観設計指針を組み合わせて利用することで、より

具体的な景観設計の作業が行えるようになります。図 6 は、久留米エリアを対象とした景

観ベースマップの部分を示しています。 

           図 6 景観ベースマップの一例（久留米エリア） 



 

以上をまとめると、本研究開発の成果は以下のようになります。 

□初年度 

・瀬の下河川改修事業を対象とし、歴史・文化等の切り口から調査を実施した。 

・その結果を受けて河川改修事業のための景観形成方針を試行的に作成した。 

□二年度 

・景観形成方針にしたがって河川事務所とともに設計作業を実施した。 

・三年度から工事が始まり、現在約 80％が終了している。 

・景観形成方針が機能を十分に果たしていることを確認できた。 

□三年度 

・初年度・二年度の成果を基に、河川事務所との綿密な打合せを経て、実務利用に最適化

 した景観設計指針を作成した。 
 

 

⑦今後の課題・展望 

 当初は、久留米地区に限定した景観設計指針を作成することとして研究開発を進めてき

ましたが、九大と筑後川河川事務所との協議の結果、筑後川全域を対象としたものに拡大

していくことになり、全流域を対象とした現地調査を経て、現在「筑後川河川事務所にお

ける河川管理施設等の景観設計の手引き（仮題）」として鋭意編集作業を進めております。
 

 
 


